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【通所リハビリテーション】 

○ 大規模型通所リハビリテーション事業所の基本報酬の取扱いについて 

問 75 平均利用者延人員数が 750人超の事業所であっても、通常規模型通所リハビリテ

ーション費を算定可能とする要件の一つに「専ら当該通所リハビリテーションの提供

に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の数を 10 で除した数以

上確保されていること」とあるが、どのように算出するのか。 

（答） 

算出式は以下の通り。なお、「専ら当該通所リハビリテーションの提供に当たる」とは、

当該通所リハビリテーション事業所の業務に従事する時間をいい、必ずしも利用者に対

し通所リハビリテーションを提供している時間に限らないことに留意すること。 

 

(
通所リハビリテーション計画に位置付けられた利用時間

×各利用時間の利用人数
)の合計

理学療法士等の通所リハビリテーション事業所における勤務時間の合計
  ≦  10 

 

例１： 

・月 20日営業 

・１月あたりの利用時間ごとの利用延人数：１～２時間利用が 200人、３～４時間利用が

600人、６～７時間利用が 400人 

・１日８時間当該業務に従事するリハビリテーション専門職が２人、６時間業務に従事す

るリハビリテーション専門職が 1人配置 

 

1 × 200 + 3 × 600 + 6 × 400

(8 × 2 + 6 × 1) × 20
=
4400

440
= 10  ≦  10（要件に該当） 

例２： 

・月 20日営業 

・１月あたりの利用時間ごとの利用延人数：１～２時間利用が 1200人、６～７時間利用

が 600人 

・１日８時間業務に従事するリハビリテーション専門職が２人 

 

1 × 1200 + 6 × 600

(8 × 2) × 20
=
4800

320
= 15 ＞ 10（要件に非該当） 
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問 76 平均利用者延人員数が 750人超の事業所であっても、通常規模型通所リハビリテ

ーション費の算定を可能とする要件のうち、「専らリハビリテーションの提供に当た

る理学療法士等が利用者の数を 10 で除した数以上確保されていること」に係る留意

事項通知における「所定労働時間のうち通所リハビリテーション事業所の業務に従事

することとされている時間」には、事業所外で退院前カンファレンスに参加している

時間等は含まれるのか。 

（答） 

・ 含まれる。 

 

・ 事業所外の業務に従事している時間であっても、通所リハビリテーション事業所に係る

業務であれば、「専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士等が利用者の数を 10

で除した数以上確保されていること」の算出式にある「理学療法士等の通所リハビリテー

ション事業所における勤務時間の合計」に含めることができる。 

 

問 77 平均利用者延人員数が 750人超の事業所であっても、通常規模型通所リハビリテ

ーション費の算定を可能とする場合の要件のうち、リハビリテーションマネジメント

加算を算定した利用者の割合については、居宅サービス計画において、当該事業所の

利用及び加算の算定が計画されている者を対象として計算することとして差し支え

ないか。また、理学療法士等の配置については、あらかじめ計画された利用時間や利

用人数、勤務表上予定された理学療法士等の勤務時間を用いて、計算することとして

差し支えないか。 

（答） 

差し支えない。 
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